
	 Vol. 62　No. 5 ‒ 17 ‒ パテント 2009

未使用特許権の流通について

	 特集《知財流通》	

未使用特許権の流通について

知財流通流動化検討委員会　委員　松村　修治

1．はじめに
　未使用特許権（休眠特許権）を活用して新しい商品
の開発をし，新事業を創出しようと云う事が相当前か
ら叫ばれております。
　国内で保有されております特許権の総数は 100 万件
であると云われており，その中で実際に使用されてい
る特許権は 30 万件，多くて 35 万件と推定されており
ます。従って，未使用特許権の数は 65 万～ 70 万件有
ることになります。
　このような膨大な未使用特許権の中には当然価値の
高いものが存在して，これらを活用して新事業を創出
してはと云うことは誰しも考えるところであります。
その実態はどのようになっているのでしょうか？　な
ぜこのように多くの未使用特許権がお金をかけてまで
維持されているのでしょうか？　もっと有効な使い道
はないのでしょうか？　そこで未使用特許権の流通に
ついて以下考えるところを説明したいと思います。

2．未使用特許権（休眠特許権）とは
　特許権を使用と云う観点で分類しますと次のように
なるのではと思います。
　つまり，まず，使用特許権 A と未使用特許権 B に
大きく分類されます。
　使用特許権 A の中には権利者（自社）が自ら使用
している特許権 AA と第三者（他社）に実施権等を許
諾して使用されている特許権 AB が存在いたします。

　一方，未使用特許権 B の中には，自社で使用して
いる特許権 A の周辺を固めるべく取得された特許権
BA，自社で使用している特許権 AA が使用されている
商品に類似した商品が他社から発売されるのを阻止す
る意味で権利化された特許権 BB があります。これら
の特許権 BA，BB は防衛的特許権と云われております。
　また，未使用特許権 B の中には，全く箸にも棒に
もかからない無価値な特許権 BC もあります。また，
現在のところ使用されてはいないけれども，或る技術・
素材が開発されれば有効に使用できると考えられ，自
社で温存されている，所謂，将来特許権 BD がありま
す。また，大手企業などで保有特許権の数があまりに
も多く，その評価が十分にできていない未評価特許権
BE も存在いたします。
また，現在でも実施できる程度に技術開発もなされ，
ノウハウも蓄積された技術に関する特許権 BF も存在
いたします。
　さらに，上記特許権 BA，BB，BC，BD，BE，BF

のいずれかを含むことになりますが，自社が他社とあ
る製品分野について広範囲なクロスライセンス契約を
締結した場合に，自社の有力特許権に含まれてライセ
ンスされているが，ライセンス先でも使用されていな
い未使用特許権 BG 等が存在致します。
　上記の未使用特許権 B を考察しますと，BA，BB

の防衛的特許権は他社の類似商品の発売を阻止してい
る大切な特許権であり，これらの防衛的特許権 BA，
BB はむしろ使用特許権 A の分類に入れても良いので
はと思います。
　また，クロスライセンスに含まれた未使用特許権
BG（相手方の他社で使用されているかは不明）はそ
の未使用特許権 BG も含めてクロスライセンスが成立
している訳ですから，この未使用特許権 BG も使用特
許権 A の分類に入れるべきであると思います。
　全く箸にも棒にもかからない無価値な特許権 BC は
永久に目覚めることのない休眠特許権でしょう。この
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類の特許権については年金納付を速やかにストップす
るのが得策です。
　将来特許権 BD については自社が権利を温存してい
る訳ですから，他社にライセンスしようとはしないの
ではないでしょうか。権利者が大学とか国の研究機関
の場合，自ら実施することはないので，ライセンスの
可能性は高いでしょうが。これらの将来特許権 BD はす
ぐに使用できる特許ではないのでライセンスを受けた
り権利を譲渡してもらっても，すぐに役に立ちません。
　次に，未評価特許権 BE については玉石混交ですが，
価値のある特許権は自社で把握しているでしょうから，
圧倒的に石でしょう。ただし，自社にとって石でも第
三者にとって玉である場合もあるかも知れません。
　現在でも実施できる程度に技術開発もなされ，ノ
ウハウも蓄積された技術に関する特許権 BF について
は，自社にとって市場が小さいとか，何らかの理由で
使用されていないのですが，他社にとっては魅了的な
特許権と言えるでしょう。
　このように，未使用特許権の中には種々雑多のもの
が存在いたします。防衛的特許権 BA，BB とクロス
ライセンスに含まれた未使用特許権 BG を上記の理由
で使用特許権 A の類に入れますと，使用特許権 A の
割合は相当に大きくなると考えられます。そして，箸
にも棒にもかからない無価値な特許権 BC は流通いた
しませんし，未評価特許権 BE もほとんど石であると
考えると，残る未使用特許権の数は極めて少ないので
はと思われます。
　従って，未使用特許権は活用できる，売れる，つま
り箸にも棒にもかからない特許権まで売れるという誤
解を与えるような煽り立ては良くないと思います。未
使用特許権の中に少数の役に立つ特許権があるという
ことを認識した上で未使用特許権の流通を考えるべき
であると思います。

3．少数の役に立つ未使用特許権はどこに？
　役に立つ少数の未使用特許権はどこに存在し，どの
ようにして見つければ良いのでしょうか。
　例えば特許庁の電子図書館を利用して，自分が欲し
いと思う特許権を検索することは，時間をかければ探
し出すことは可能でしょう。しかし見つけられた特許
がライセンスの対象になっているかは不明であり，こ
の確認がまた大変な作業になります。従って，このよ
うな手段で検索される方は稀でしょう。
　むしろ，財団法人日本特許情報機構が提供している
特許流通データベースを利用するのが良いのではと思
われます。平成 17 年度末で約 5 万 8 千件の開放特許
が登録されています。インターネット上で一括して検
索できますし，また，開放特許の中から事業化ポテン
シャルの高いと思われる案件を選んで，新製品・新事
業アイディアを付加して冊子として提供されている開
放特許活用例集を利用するのも良いでしょう。
　この特許流通データベースの内訳は，企業：1,158

名，32,769 件，個人：1,402 名，2,533 件，学術研究機
関 113 名，16,263 件，大学・TLO：71 名，4,734 件と
云われております。
　特許権を売りたい，あるいはライセンスしたいとい
う企業・大学・TLO・学術研究機関・個人は特許流通
データベースへの登録のことは知っていて，結構積極
的に登録しております。そして，国等も中小企業やベ
ンチャー企業に向けてこのような開放特許が使用でき
ることを知らせております。
　このように，提供できる特許権はデータベースが一
応存在し，その数も多くあり，それらを使用すること
ができることも広く知らされております。それにも拘
わらずなぜ，未使用特許の活用が遅遅として進まない
のでしょうか？
　一つの原因は，中小企業・ベンチャー企業の方々が，
新規事業を考えたとき，その相談を弁理士にすれば良
いと考えないこと，また，良いネタがあるのに新規事
業に手を出さずにおられることではないでしょうか？
　もともと未使用特許の活用を推進することに無理が
あるのでしょうか。未使用特許の活用には無理がある
と決めつけて我々弁理士は何もしなくてよいのでしょ
うか？
　決めつけないで，可能な努力をし，折角存在する有
力な未使用特許権に光を当て，新事業を多数創出する
ことが国の経済発展に寄与することになるのではと考
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えます。そのために弁理士は何をすれば，どんな努力
をすれば良いのでしようか。

4．未使用特許権の活用に向けて
　問題は，これらの特許権を必要とする企業があるの
かどうか，あるのであればその企業をどのようにして
掴むのかです。日本の企業のうち 90％以上が中小企業・
ベンチャー企業と云われております。これらの企業に
知的財産で係わるのは特許事務所を経営している弁理
士の方々であり，企業内弁理士の方々はそれほど多く
の係わりはなく，むしろ特許権を提供する方でしょう。
（1）弁理士のやれること

　まず，第 1 に事務所経営の弁理士の方々がやるべき
ことは，自分の顧客の中小企業・ベンチャー企業に対し，
取得した特許権の有効活用に関する相談と，特許権を
軸として新規事業を立ち上げるという相談に乗れます
と宣伝をすることであると思います。中小企業・ベン
チャー企業の方々は弁理士は権利を取得するのが業務
であり，上記のような仕事はできないと思っておられ
るか，考えもされていないのではないでしょうか？　
弁理士の方も権利取得が主たる業務で，他のことには
あまり関心がないというのが実情だと思います。弁理
士が権利取得中心から一歩踏み出して，企業経営に関
与することになれば，中小企業・ベンチャー企業の方々
は弁理士を自社の顧問などにするでしょう。
　新規事業の相談がくるようになればニーズに合った
シーズを探す努力から始めれば良いわけです。例えば，
有力な特許権と技術・ノウハウ・製造設備などを提供
できる企業とのマッチングがとれた場合，弁理士は両
者を結び付ける契約書を作成しなければなりません。
この契約書を作成するには，特許的観点・技術的観点
は当然のことながら，経営的観点からも十分検討する
ことも必要でしょう。また，相手企業と条件について
交渉もしなければなりません。
　勿論その根底にあるのは，技術を含め有力特許権の
評価であり，このことは弁理士しか為し得ない事柄で
あることを考慮すると，中小企業・ベンチャー企業が
弁理士に対し，新規事業の相談をするのは必然性が高
いと思います。ただし，契約交渉から契約まで，さらに，
新規事業のための商標出願など新規事業戦略まで相談
に乗れる実力を弁理士は養う必要があります。権利取
得には種々の要素が含まれており顧客の経営にとって
必要なことを考えて明細書を作成しなければなりませ

んし，顧客の発明者との口頭による駆け引きなどの経
験から，契約交渉も可能でしょう。また，論理的な文
章作成はプロですから，契約書の作成も十分こなせま
す。弁理士はそれだけの高い能力を有しておりますか
ら，必ず，中小企業・ベンチャー企業のお役に立てる
ものと考えます。
（2）特許流通アドバイザーの活用

　社団法人発明協会が特許流通アドバイザー制度を推
進しておられます。特許流通アドバイザーは現在全国
に百数十名おられると聞いております。派遣事業とし
て平成 9 年より開始され，全国の都道府県・TLO 等
にアドバイザーを派遣し，企業訪問を中心とした活動
がなされております。企業・大学・研究機関が保有す
る提供可能な特許権の発掘と，中小企業・ベンチャー
企業の特許導入ニーズを把握し，両者のマッチングの
アドバイスが実施されております。
　特許流通アドバイザーは弁理士のほか，物づくり歴
15 年以上の技術者がその任に当たっておられ，成果
が着々と上がっております。平成 17 年度で累計 7485

件，この中に 2,000 件程度の特許の流通があるようで
す。技術移転全体で，製品の売上高，開発投資額，ラ
イセンス収入，新規雇用の人件費等を含めると累計で
2,045 億円の経済効果があったと云われております。
　従って，この制度は，地道な活動ではありますが，
未使用特許権の活用について実績が上がっていること
を考えますと，もっと積極的に推進して良いのではと
考えます。特に，企業を退職されたベテランの技術者・
特許に携わってきた方々は，過去の経験を生かして十
分な活躍が期待できますから，もっと採用して規模を
拡大してはどうでしょうか？
（3）未使用特許権活用と資金調達

　未使用特許権の活用と資金調達の典型的な例はピン
チェンジモデルで有名な知的財産権の証券化でしょう。
　概略を説明します。スカラ社（光科学系特許権を保
有する光学レンズ分野のベンチャー企業）が 4 件の特
許権を SPC（特定目的会社）に譲渡し，SPC はピンチェ
ンジ社に同特許権の専用実施権を設定するとともに，
その特許権のロイヤルティーを裏付けとして投資家に
証券を発行しました。三井住友銀行，伊藤忠商事など
が投資をして，スカラ社は特許権の譲渡代金という形
で SPC から資金調達をしました。ピンチェンジ社は
上記特許権を用いて新規事業を成功させました。ロイ
ヤルティーは投資家への利息・配当金の原資などに充
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てられます。
　このように，ピンチェンジモデルはスカラ社の未使
用特許権を活用して資金を調達することができ，ピン
チェンジ社は新規事業を立ち上げることができまし
た。知的財産権の証券化という特異な例ですが未使用
特許権活用の成功事例と言えます。
　このほか，自社の特許権に未使用であっても将来性
のある有力なものがあれば，この特許権を担保にして
銀行から融資を受けることも可能です。このような未
使用特許権の活用はまだまだ，中小企業・ベンチャー
企業の方々に知られていないのではないかと思います。
（4）知財コンサルタントと経営コンサルタント

　最近，知財コンサルタントということが云われてお
り，その中身は知的財産に関して企業に種々のアドバ
イスをしましょうと云うことではないかと思います。
この知的財産コンサルタントは勿論有料ですから，中
小企業・ベンチャー企業にとっては，大枚支払って知
財コンサルタントを受けようとするところは少ないで
しょう。必要な時に特許出願してくれればよいと思っ
ておられるのでしょう。
　世の中には経営コンサルタントを事業にしておられ
る方々がおられます。税理士さん，中小企業診断士の
方，社会保険労務士の方々が多いようですが，むしろ
無資格の方も結構おられます。無資格だからダメと云
うことではなく，むしろ，この方々は，企業で種々の
仕事を体験され，経営のなんたるかをご存じの優秀な
方々が多いように思います。
　経営コンサルタントの方々の仕事の対象とする分野
は，概ね人事・経営指導・財務・経理支援・商品企画・
新規事業・マーケッティング・店舗改善などです。こ
こには知財コンサルタントはありません。中には入れ
ている人もあるでしょうが。
　経営コンサルタントの方々の弱点は，上記のコンサ
ルティングを行う上で，知財の観点が弱く，考慮せず
に済まされる傾向にあることです。知財を必要としな
いコンサルタントももちろん多くあるでしょうが，商
品企画は知財抜きでは考えられませんし，新規事業を
立ち上げる時，本課題の未使用特許権の活用から考え
るのも一方策でしょうし，新商品の商標をどうするか，
どこかと提携する場合，あるいは技術を導入する場合，

契約はどうするかなど，弁理士が関与する場面は多々
あります。
　さらには財務・経理支援面でも，新規事業を立ち上
げる場合の資金調達はどうするのか，知財担保融資な
ど知財を基に資金を調達できるなどは経営コンサルタ
ントの方はご存じないでしょう。
　経営コンサルタントの方で，知財面が弱いと考え経
営コンサルタントの中に知財を取り入れている方々が
おられます。最初は技術導入契約や，著作権の許諾
契約など少し知財から外れたところから話が始まり，
徐々に，ロゴはどうするか？　特許出願はしなくてよ
いか，他社特許は？　など知財の方に入ってゆきます。
我田引水のようですね！
　こういった経営コンサルタントの方々との共同作業
の時にも未使用特許の活用のことは出てくるように思
います。

5．むすび
　未使用特許権の活用について考えている中で，弁理
士は，権利取得中心の事業から脱却して，顧客，特に
中小企業・ベンチャー企業の経営に役立つ広範囲な分
野の仕事をこなせる技量を備えた弁理士になることが
必要であると思っております。一人の弁理士がある程
度オールマイティーに仕事がこなせるように日々努力
することが必要になってきているように思います。知
財コンサルタントではなく知財を見据えた経営コンサ
ルタントの道を歩むべきではないでしょうか。
　例えば，医療の現場を考えますと，どんどん専門細
分化が進んできています。地方の辺鄙な村，島の診療
所などで医療活動をしようとすれば，あらゆる分野の
医療について習熟した医者であることが必要でしょ
う。勿論高度な医療分野ではその道の専門家が必要な
ことは当然です。
　弁理士も，専門細分化された高度な部分に強い方々，
広く経営まで熟知した方々，その両方が必要であると
思います。権利取得中心から脱却して経営に役立つ弁
理士，知財を見据えた経営コンサルタントの道を目指
すべきではないでしょうか。未使用特許権の活用もそ
う云った中から推進されてくるように思います。
 （原稿受領 2009. 2. 26）


